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令和４年度 

第１回 入間市防災会議 

日時 : 令和 4 年６月 29 日（水）午後１時３０分～ 

会場 : 市役所５０１会議室 

次   第 

 

１．委嘱式 

 （１） 委嘱状の交付 

 （２） 会長あいさつ 

 （３） 自己紹介 

 

２．入間市防災会議 

 （１） 議題 

地域防災計画の改訂について              資料１ 

 （２） 報告事項 

令和４年度第４４回入間市防災訓練について             資料２ 
 （３） 事例研究 

防災アドバイザーによる防災講座  
「在宅避難と非常持ち出し品」       説明者 日本防災士会事務局・研修部長 

埼玉県防災士会理事・事務局長 
入間市防災アドバイザー 岡崎おかざき 洋志ひろし 氏 

 （４） その他 

今後の会議について（場所：市役所５０１会議室） 

第２回入間市防災会議 令和４年１２月１９日（月） 午後１時３０分～ 

第３回入間市防災会議 令和５年３月１７日（金） 午後１時３０分～           
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地域防災計画の改訂について 
                      

１．改訂の必要性 
令和５年度から運用開始する市の地区センター化と、動員体制の変更等に伴う改訂を

行います。 

また、埼玉県地域防災計画の修正（令和４年３月）を考慮し、修正や追記をする必要

があります。 

 

２．主な修正分野 
⑴ 地区センター化と動員体制の変更に伴う修正  

…本編第２編（災害予防計画編）、第３編（災害応急対策編）、資料編 

⑵ 県の地域防災計画修正に伴う修正  

…本編第１編（総則）・第２編（災害予防計画編）・第３編（災害応急対策編）・ 

第４編（災害復旧・復興編） 

⑶ その他軽微な修正  …本編、資料編 

  

３．今後のスケジュール（予定） 
 ～１１月   改訂素案作成 

  １２月     第２回防災会議 

   パブリックコメント実施 

 １月   区長会に説明 

   ３月   第３回防災会議 

   ４月   地域防災計画の改訂に伴う運用開始 

 

資料１ 
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令和４年度第４４回入間市防災訓練概要            
１．目 的 

近い将来発生すると言われている首都直下地震や立川断層帯に起因する活断層地震を想定し、

自助・共助・公助体制を検証するために訓練を実施する。 

また、震災時、風水害時ともに必要不可欠な避難所の開設手順や運営方法を確認するとともに、

災害対策本部や現場本部の統括について強化を図る。 

＜参考 立川断層と入間市の配置図＞ 
 

（地震調査研究推進本部発表の図を抜粋。入間市境界を加筆。）     

２．訓練想定 

 令和４年１１月１３日（日）午前８時１５分、立川断層帯によるマグニチュード７.４、震度

６強の強い地震が発生し、直前には季節外れの長雨により市内の土壌雨量指数も高い状態にあっ

たため、土砂災害も発生している。 

地震により家屋が多数倒壊し、火災も多発し、また、電気、電話、ガス、水道などのライフラ

インに重大な障害が発生している。市は地域防災計画等に従い災害対応を開始する。 

 

３．重点項目 

 災害発生から数時間を想定して、実態に合わせた訓練を実施する。 

（１）避難所開設及び運営訓練を実施 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した訓練の実施 

（３）現場本部訓練及び災害対策本部訓練の実施 

 

４．共同主催 

 入間市・入間市連合区長会 

資料２ 
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５．訓練実施日 

 令和４年１１月１３日（日）雨天決行(気象警報発令時など災害発生の恐れがある場合は中止) 

 

６．訓練会場 

①４８会場（小中学校及び公民館など） 

②現場本部（各支所） 

③災害対策本部（市役所） 

 

７．主要な実施内容 

自主防災会 

①安否確認訓練 

 ②避難訓練 

 ③共助訓練 

 ④避難所施設点検訓練 

⑤避難所開設・運営訓練 

市職員 

①職員参集システムによる安否確認及び職員参集訓練 

②避難所施設点検訓練 

③避難所開設・運営訓練 

④新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した訓練 

⑤避難所混雑状況確認システム訓練 

⑥ペットの避難所受入訓練 

⑦現場本部の設営訓練、初動訓練、運営訓練 

⑧災害対策本部の設営訓練、初動訓練、運営訓練 

消防団 

 ①安否確認訓練 

 ②消防団参集訓練 

 ③団車庫施設点検訓練 

④活動準備訓練 

 ⑤情報連絡系統確認訓練 

 ⑥救助活動 

 

８．参加機関（予定） 

①航空自衛隊入間基地中部航空警戒管制団司令部 ②航空自衛隊中部航空方面隊司令部 

③狭山警察署                 ④埼玉県 

⑤新潟県佐渡市                ⑥所沢市 

⑦飯能市                   ⑧狭山市 
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⑨日高市                   ⑩埼玉西部消防組合 

⑪入間市議会                 ⑫入間市消防団 

⑬入間市国際交流協会             ⑭埼玉愛玩動物協会 

⑮入間市管工事協同組合            ⑯入間ケーブルテレビ㈱ 

⑰㈱エフエム茶笛               ⑱社会福祉法人 入間市社会福祉協議会 

９．防災訓練の実施判断 

防災訓練の実施判断は、９月中旬に行います。 

   

【実施判断基準】 

 ①新型コロナウイルス感染状況により外出自粛となっている。 

 ②埼玉県・入間市で入間市防災訓練の実施許可が得られない。 

 ③市民感情・近隣市の防災訓練を考慮して総合的に実施が厳しい。 

  ①から③のいずれかに該当する場合は中止     
 

１０．実施判断にかかる今後のスケジュール 

【実施の場合】                【中止の場合】 

９月中旬 実施判断に基づき決定   

           

９月中旬頃 中止の決定通知 

１１月 １日 広報紙で実施・内容の周知     １１月１日 広報紙で中止の周知  

１１月１３日 入間市防災訓練          （代替案 防災職員訓練の実施） 
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参考 
入間市防災会議条例 

昭和39年４月１日 

条 例 第19号 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第233号）第16条第６項の規定に基づき、入間

市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 入間市地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事項 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもって組織する。 

２ 会長は市長とする。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。 

５ 委員は次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

 (2) 埼玉県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

 (3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

 (4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

 (5) 教育長 

(6) 埼玉西部消防組合入間署長及び消防団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

６ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者

の残任期間とする。 

７ 前項の委員は再任されることができる。 

 （専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関

係地方行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

 （議事等） 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会

長が防災会議にはかって定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和41年条例第43号） 

 この条例は、昭和41年11月１日から施行する。 

附 則（平成３年条例第12号） 

 この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年条例第26号） 

 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年条例第18号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年条例第27号） 

 この条例は、公布の日から施行する。  



在宅避難と非常持ち出し品

特定非営利活動法人埼玉県防災士会 理事・事務局長

特定非営利活動法人首都圏防災士連絡会 理事

特定非営利活動法人日本防災士会 全国講師

入間市防災アドバイザー 岡 崎 洋 志

2022年6月29日＠入間市防災会議

1



“防災”を“あたりまえのこと”に

できることから始めましょう

2



台風19号では
2019/10/12〜

スーパーやコンビニでは、
品物が無くなってしまったり

3



1．自分の住んでいる場所が安全
（自宅が安全な地域である）

・洪水ハザードマップ

・土砂災害ハザードマップ にて確認

2．家の耐震性が高く倒壊の恐れがない

3．生活する部屋の家具転倒防止対策やガラス

に飛散防止対策ができている

在宅避難をするために

4



寝転んで危険を探してみよう！

インテリアは倒れたり落ちてこないように！

カーテンは閉めて寝よう！

枕元には、スリッパや

行動を助ける必需品を

5



日用品は多めに買い置きしよう！

食品・飲料

生活用品

衛生用品

なくなる前に買う⇒7日以上をストックする⇒古い物から使う・食べる

首都圏では人口が密集しており広域です。私たちに支援の手が届くまで相当の日数がかかります。

あると便利な物
・ガムテープ・万能ナイフ・使い捨てカイロ
・冷感ジェル・・保冷材・クーラーバック
・ラップ・アルミホイル・ほうき・ちりとり
・消火器

6



食器や調理器具はしまう工夫！
整理整頓で安全を確保しよう！
簡単・落下防止テクニック！
実は危ない出しっぱなし！

配管に被害がないことが確認されるまで、キッチンや洗面台の水も使えません。

7



薬・介護用品・生理用品は
もう１周期分買っておこう！

オムツも多めにね！ ストレスで生理不順になることも！

普段飲んでいる薬、無いと困る薬

8



ママバックは使った分だけ足しておこう！

いつものママバックが
赤ちゃんの非常袋に！

抱っこ紐やリュックで、両手が使えると安心

災害時に有用な液体ミルク 9



おやつをバックに入れておこう！

帰宅困難になったらどうする？

学校・職場・外出先

帰宅ルートと装備を考えよう

発災後４日目以降に水道水やトイレを提供します。

10



防災リュックどうしてますか

11

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://t15.pimg.jp/011/317/395/1/11317395.jpg&imgrefurl=https://pixta.jp/tags/%E9%98%B2%E7%81%BD?search_type%3D2%26page%3D2&docid=vVKFRO0uohB2KM&tbnid=wjZI_-BCRw4shM:&vet=1&w=450&h=399&hl=ja&bih=604&biw=1366&ved=0ahUKEwj154mcpIzTAhXDyLwKHY8ECpEQMwgkKAgwCA&iact=c&ictx=1


非常持出品は大丈夫？
■非常持出品
非常持出品は、避難する際に持って行く最低限必要なものです。下記のリストなどを参考にし

てリュックなどに入れて、いつでも取り出せる場所に備えておきましょう。

避難する場合を想像して「その時、自分たちに何が必要か」を家族で話し合い、リストに無い
物も用意しておきましょう。例えば・・・乳幼児・お年寄り・病人用に缶詰や瓶詰めの離乳食、
粉ミルク、レトルトのおかゆなども必要に応じて用意すると良い。

■非常持出品リスト例

◎貴重品⇒現金・保険証・免許証などの重要書類のコピー

◎非常食品⇒乾パン、缶詰、栄養補助食品など調理せずに食べられる物、ドライフーズなど

◎飲料水⇒ペットボトルなど

◎携帯ラジオ・懐中電灯⇒小型で軽く携帯しやすいもの、予備電池や携帯電話の充電器など

◎応急医薬品⇒ファーストエイドキッドや常備薬（お薬手帳のコピー）も忘れずに

◎生活用品⇒使い捨ての食器、割り箸、缶切り、タオル、ティッシュやウエットティッシュなど

◎その他⇒携帯用トイレ、下着上着、靴下など衣類、軍手、雨具、燃料、ビニール袋大小

生理用品、 紙おむつなど

◎我が家の非常持出品⇒何が必要なのか？ 12



・家族一人一人ごとに用意をします
⇒ 家族でも年齢や性別、健康状態等で
必要なものが違っている
避難の最中にはぐれてしまうこともあります。
子供はストレスを軽減するためのゲームや
コミックも選択肢の一つです

・持ち出せる量には限りがあります
何が必要か優先順位をつけて、本当に必要なものを
あらかじめ選んでおくことが必要です。
また、その内容を定期的に見直すことも必要です

個人ごとに1人

1つを用意する
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・防災リュックの中身は、災害発生時に自分や家族の
命を守り、避難生活の支えとなるもの
常備薬や乳児のミルク、アレルギー対応の
食品など個人で必要なものは違います

・一人当たりの袋の重さは？
一般的に 成人男性で約１５ｋｇ

女性で約１０ｋｇ と言われています

では、子供は何Kg？ 子供やお年寄りは3kg位

非常持ち出し袋を用意したら、実際に重さを量り、
持って逃げられるかどうか確認しておきましょう
子供は、年齢や体格で変わってきます

大人も子供も重すぎて行動できないのはNG

災害時に有用な液体ミルク

常備薬や乳児のミルク、

アレルギー対応の食品
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■ 防災に関して・・・

知識を増やせば 意識が変わる
意識が変われば

見えない世界が見えてくる
ひとつ気付けば、

ひとつ行動することが出来る

※ 災害をイメージし、備える。

「価値ある無駄」を恐れない。
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災害への心構え
災害は「まさか」ではなく
「いつか」起きるものと認識せよ！

「自分は大丈夫」とは思わない！

防災は、

私たち住民が主役です
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